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警視庁犯罪被害者支援推進委員会設置要綱の制定について

〔沿革〕 平成 ８年 ８月 通達甲（副監．総．企．組）第１２号

９年 １月 同（副監．総．企．被1）第３号

１３年 ６月 同第１８号

１５年 ４月 同（副監．総．企．組）第１４号

１７年 ９月 同第２１号

１８年 ３月 同第５号

２０年 ３月 同第６号

２７年 ３月 同第６号

２８年 ９月 同第１５号

２９年 ３月 同第６号

３０年 ３月 同第４号

令和 ６年 ３月 同第５号改正

このたび、別添のとおり、警視庁犯罪被害者対策推進委員会設置要綱を制定し、平成８年４月

１日から実施することとしたから、実効の上がるように努められたい。

命によって通達する。

記

第１ 制定の趣旨

犯罪の被害者は、直接的な被害に限らず、その結果として生ずる極めて深刻な精神的被害、

経済的被害等を受けているという実情にかんがみ、被害者の視点に立った警察対応をはじめ、

被害者の救援・支援体制等の各種施策を総合的に審議する警視庁犯罪被害者対策推進委員会を

設置することから、その任務、運営等について定め、被害者対策の効果的な推進を図るもので

ある。

第２ 制定の要点

１ 警視庁本部に警視庁犯罪被害者対策推進委員会及び幹事会を設置するとともに、各部に専

門部会を設置することとした。

２ 被害者対策に係る報告要領を規定した。



別添

警視庁犯罪被害者支援推進委員会設置要綱

第１ 設置

警視庁本部に警視庁犯罪被害者支援推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。

第２ 任務

委員会は、被害者の救援、捜査過程における被害者の二次的被害の防止及び軽減、被害者等

の安全の確保等の観点から、総合的な被害者支援の推進について審議することを任務とする。

第３ 構成

委員会は、委員長及び委員をもって組織し、その構成は、別表第1の「警視庁犯罪被害者支

援推進委員会構成表」のとおりとする。

第４ 運営

１ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

２ 委員長は、必要により、委員会を招集する。

３ 委員長は、必要により、委員以外の関係者に委員会への出席を求めることができる。

４ 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

第５ 幹事会

１ 委員会に幹事会を置く。

２ 幹事会は、次の場合に、被害者支援の具体的な施策について審議するものとする。

(1) 委員長の命を受けた場合

(2) 幹事長が必要と認めた場合

(3) 複数の部にわたるなどの理由により、専門部会長から審議の要請があった場合

３ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織し、その構成は、別表第2の「警視庁犯罪被害者

支援推進委員会幹事会構成表」のとおりとする。

４ 幹事会の運営は、前第4の規定を準用する。

第６ 専門部会

１ 各部に専門部会を置く。

２ 専門部会は、委員長の命により、又は自ら、所管する事務に係る被害者支援の施策につい

て専門的に審議するものとする。

３ 専門部会長及び専門部会員については、別表第3の「専門部会構成表」のとおりとする。

４ 専門部会の運営は、前記第4の規定を準用する。

５ 専門部会長は、必要により、幹事長に幹事会の招集を要請することができる。

６ 各専門部会の庶務は、専門部会長が指定する課の係で行う。

第７ 部長達等

各部長は、所管する専門部会に関して部長達等を定め、専門部会の円滑な運営を図るととも

に、被害者支援の効果的な推進に努めるものとする。

第８ 事務局

委員会及び幹事会の事務局は、警視庁犯罪被害者支援室（以下「犯罪被害者支援室」とい

う。）に置く。



第９ 報告

１ 幹事長は幹事会を、専門部会長は専門部会を招集した場合は、審議等の結果を委員長に報

告するものとする。

２ 各部長は、専門部会に関する部長達等を定めた場合は、委員長に通知するものとする。



別表第１

警視庁犯罪被害者支援推進委員会構成表

委員長 総務部長

企画課長

人事第一課長

交通総務課長

警備第一課長

地域総務課長

公安総務課長

委 員 刑事総務課長

生活安全総務課長

組織犯罪対策総務課長

第一方面本部長

総務部理事官（犯罪被害者支援官）

委員長の指名する者

別表第２

警視庁犯罪被害者支援推進委員会幹事会構成表

幹事長 総務部理事官（犯罪被害者支援官）

犯罪被害者支援室長

広報課課長代理（第一広報）

会計課課長代理（予算）

人事第一課課長代理（人事）

制度企画室長

給与課課長代理（給与企画）

教養課課長代理（教養企画）

交通総務課課長代理（交通企画）

幹 事 警備第一課課長代理（警備企画）

地域総務課課長代理（地域企画）

公安総務課課長代理（公安企画）

刑事総務課課長代理（刑事企画）

生活安全総務課課長代理（生活安全企画）

組織犯罪対策総務課課長代理（組織犯罪対策企画）

第一方面本部管理官（総務）

幹事長の指名する者



別表第３

専門部会構成表

＼ 専門部会長 専門部会員

総務部 総務部理事官（犯罪被害者支援官)

警務部 人事第一課長

交通部 交通総務課長 ・ 専門部会長が指定する課長代理

警備部 警備第一課長

地域部 地域総務課長

公安部 公安総務課長 ・ その他専門部会長が必要と認め

刑事部 刑事総務課長 る者

生活安全部 生活安全総務課長

組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課長


